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どのような場合にコンピュータ関連発明はアルゴリズムを 

明細書中に開示すべきかを CAFCが示す 
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１．はじめに 

最近の CAFC大法廷判決（RICHARD A.WILLIAMSON v. CITRIX ONLINE, LLC (Fed. Cir. 2015) (en 

banc)）によれば、クレーム発明が”means”を文言していない（”module”を文言していた）にも

かかわらず、"means plus function"クレームと認定され、米国特許法第 112条(f) が適用された

結果、米国特許法第 112条(b)が適用されて不明確ゆえに当該特許クレームが無効であるとの認

定を受けています。このように、クレーム発明が機能的に記載されていた場合、”means”を文

言しているか否かに関係なく、実質的に"means plus function"クレームと認定されることに留意

する必要があります。 

 

 コンピュータ関連発明においても、クレーム発明が機能的に記載されている場合、明細書中の

対応記載が構成／アルゴリズムを開示しているか否かについて審査され、否の場合には明確性を

欠くという理由で米国特許法第 112 条(b)（Pre-AIA 下では米国特許法第 112 条(2)）を充足し

ていないと認定されてしまいます。このような場合でも、限定的な例外（Katz Interactive Call 

Processing Patent Litigation）を根拠に反論する（たとえば、汎用コンピュータまたはマイクロ

プロセサが、機能的に表現された（たとえば、"means-plus-function"を用いて表現された）クレ

ーム発明の十分な構成としての機能を果たす旨を反論する）ことができる場合もあります。しか

しながら、上記の限定的な例外を根拠に反論できる場合は、後述するように、非常に限られてい

ると考えるべきです。 

 

コンピュータ関連発明において機能的表現でクレーム発明が記載されている場合、その機能を

果たすための構成／アルゴリズムを明細書中に開示すべきですが、どのような場合にアルゴリズ

ムを開示すべきかの確実な判断は容易ではありません。 

 

本件は、米国特許法第 112条(b)違反と認定されることを未然に回避するために、コンピュー

タ関連発明に関し、どのような場合にアルゴリズムを明細書中に開示すべきかを示す CAFC 判

決です。このことについて、以下に、詳細に説明します。 
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